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議事日程（第 4 号） 

平成 29 年 9 月 11 日 午前 9 時 00 分開議 

日程第 1  議案第 51 号 日吉津村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

日程第 2  議案第 52 号 平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第 2 回）につい 

            て 

日程第 3  議案第 53 号 平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計補正 
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日程第 8  議案第 58 号 平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村公共下水道事業特別会計歳入歳出決 

算の認定について             
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住民課長             清 水 香代子  福祉保健課長         小 原 義 人  

建設産業課長         益 田 英 則    教育長               井 田 博 之 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前 9時 00分 開議 

○議長（山路  有君） みなさんおはようございます。ただいまの出席議員数は 9名であります。

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布

のとおり、議案質疑を行います。 

再確認します。議案質疑は 1議員 1議案 3回までです。必ず、挙手して質疑をお願いします。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 1 議案第 51号  

○議長（山路  有君） 日程第 1、議案第 51号日吉津村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はございませんか。 

  はい、江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） 6 番、江田です。この条例改正によって、どのように変化するの

かなということがよくわからないですけれども、どんなそのいいことが農業者にとってあるのか

なあと思いますので、説明をお願いします。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 江田議員の質問にお答えします。この条例の改正といいますの

が、基になります土地改良法の改正に伴うものでありまして、その趣旨としましては農地等の利

用の集積を加速化するために、農地中間管理機構が賃借権を取得した農地等を対象とする土地改

良事業を、円滑に実施する必要があることから行われるというものでして、その背景としまして

は現在高齢化が農業者の方の進んでいる中で、農地中間管理機構への貸付が今後も進むというふ

うに見込まれている中で、基盤整備が十分に行われていない農地について、担い手の方が借り受

けをされないおそれがありますし、また、中間管理機構に貸し付けられた所有者の方につきまし

ては、基盤整備の費用を負担するということはなかなか考えにくいという中で、基盤整備がとど

こおり、担い手への農地の集積、集約化が進まなくなる可能性があるということがございます。  

こちらの法律の方の改正の概要なんですけれども、農地中間管理機構が借り入れている農地に
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つきまして、一定の要件を満たせば農業者の申請によらず、都道府県営事業として農業者の費用

負担や同意を求めない基盤整備事業が実施できる制度が創出されるというものでございまして、

ほかには土地改良事業の申請人数要件の廃止でありますとか、農地の共同所有者がいる場合でも

代表者が 1人で手続が可能というようなところも概要として上がってきておるところですけれど

も、要件はさまざまありますけれども、農業者の方の費用負担がゼロで事業が実施できるという

ところが大きなメリットではないかというふうに考えております。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） よく理解できました。それでよく、耕作するのが大変でどなたか

に任せたいわという話はちょこちょここれまでも聞いてきたんですけれども、この資料いただき

ましたけれども、趣旨については今話された内容だと思うんですけれども、改正の概要の中にこ

の機構関連事業の施行の要件として、1、2 面積が 10 ヘクタールで集団的に存在する土地である

ことというふうに書かれていますけれども、この 10 ヘクタールは結構広いもんじゃないかなと

思うんですけれども、今その中間管理機構の集積状況といいますか、そういったことは現実どの

ようになっていますでしょうか。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 10ヘクタールという面積、かなり大きな面積であるというふう

に考えておりますけれども、ちょっと、あの、中間管理事業の関係の集積というところでどの程

度かというところ、資料持って来ていないんですけれども、多面的事業に取組んでいらっしゃい

ます富吉地域資源保全会の取り組まれている面積が、昨年度が 17ヘクタール、これが 16号線水

利回りの関係の方を対象とした面積で、今年度はちょっと範囲が拡がりまして、54ヘクタールと

いうことでございますので、10ヘクタールというのがかなり大きな面積であるということは認識

できるかなというふうに思っております。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） わかりました。最後なんですけれども、なんとなく集積が進んで

いくのかなというこの条例改正でっていう気持ちもわかるんですけれども、たとえばこれまでい

ろいろお話しを聞いた中で、いろいろ条件の悪い土地について、農地についてなかなかこの事業

に乗れないということが村内には多いんじゃないかなと思うんですけれども、よくそのあたりは

この条件の悪い農地に対しては、これはとにかく中間管理機構にあずかってもらわんとこういっ

た事業は受けられないということですよね。 
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○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） はい、面積の小さい圃場でありますとか、出入りの悪いような

圃場村内多々あるわけなんですけれども、そういったようなところも含めまして農地中間管理機

構の方に貸付をさしていただくというところが基本なのかなというふうに思っておりますし、現

在取り組んで行かなければならないところの大きな課題の一つであるかなというふうに思って

おります。 

○議長（山路  有君） ほかに、三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 5 番、三島です。この改正をちょっと、ずっと読んでみましたけ

れども何かわかりにくいなということをすごい感じました。今説明のあったことは理解をしまし

たが、92条の 2ですかね、あの、農用地をその以外の用途に供する目的で農用地区区域というよ

うなことが書いてあって、その変える時に農地中間管理権の存続期間が満了している場合に限り

転用といいますか、そういうことができるということが書いてあるのではないかなと思ったんで

すけれども、それはやっぱりそうなんですね。まあ、5 年なら 5 年、管理機構に出しておったの

に 3年でちがったことに利用しようと思う時にはそれはできませんよという、そういう規定なん

でしょうか。その所をお願いします。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） ご意見のとおりでありますので、中間管理事業にまずお預けになるのが 10

年以上という契約で、中間管理機構に貸付をした土地であるということがまず前提条件です。 

まあ、一番最後のなんていいますか施行令といいますか、細則がこの年末に出るということで

今おおまかなところしか出ていません。 

ご質問のところは中間管理機構に 10 年預けた土地で圃場整備をすると、10 へク以上圃場整備

をするということですし、その後の縛りはさっきありました、たしか 15年かなんぼ農振の除外が

できないということですので、そういう規定ご理解をいただきたい。圃場整備をしますので、じ

ゃあ圃場整備ができたので 3年で他の用途に変えるということはできないということですのでご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（山路  有君） 三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 5 番、三島です。あの、理解しました。法は全部国のこの土地改

良法によって行うけども、日吉津村の条例は賦課金ですかね。特別な場合の賦課金といいますか、

それを徴収する時のことの、条例の項目が変わったということで解釈するということでしょうか。
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後は全部土地改良法に従うということなんでしょうかね。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） これは村の団体営事業という、いわゆる団体営事業ですので、さっきの圃

場整備の中間管理機構に預けた土地の負担金を、農家の負担なしにするというのは県営事業が基

本ですので、村の土地改良事業に該当するような、団体事業に該当するような項目はないという

ふうにみていますけれども、予算の中では促進費という予算が 800億ぐらいかなんぼ国の中で予

算要求が行われておるようで、それが多少その県営規模を小さくして団体営規模でやられるどう

も事業の組み立てもあるようですので、それがどんな形態になって行くのかなあというところで

その場合に、これが出て来るのかなあというふうに思っていますけれども、基本的には県営事業

の負担金を農家の皆さんから徴収しないという話ですので、この規定はあんまり条例改正は該当

が少ないのかなあと、まず例外的に該当があるかなあと思っております。以上。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

井藤議員。 

○議員（8番 井藤  稔君） 8番、井藤です。2点ほどちょっとお聞きしたいと思います。 

1点が先ほどの話に出とったかも知れませんけれども、施行日ですね、あの法律の方の改正は 6

ヵ月以内ということにたしかなっておったと思いますけれども、これの改正条例を見ますと施行

の日からちゅうことですが、ある程度具体的に出とるんでしょうかというのが 1点です。 

それからもう一つは、今県の事業というような話お聞きしましたけれども、条例がほかにです

ね、日吉津村単独県費土地改良事業に関する分担賦課金徴収条例というのがたしかあったと思い

ますけれども、このあたりとの関連は出てこないでしょうか。この 2点ちょっとお聞きしたいと

思います。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） さきほど申し上げましたように、まだ、最終的には国の方向が細部まで出

されていないということですので、その半年後以内ということになるというふうに思っておりま

す。 

それから県の単独の上乗せの条例でやるものについて、単独事業については、この規定からは

ずれて、当然県の独自の事業でやられるということで、親法の改正に関わるものではありません。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8 番 井藤  稔君） 8 番、井藤です。あの、要はそしたら、このもう一つの条例の方
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はいわゆる並行して活用されるということになるという理解でよろしいですか。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） そのとおりでございまして、あの言ってみれば国の基準や団体営の基準に

収まらない、入らない、土地改良の県の単独事業でお願いするということですので、当然それは

別物で継続していかれるということです。 

○議長（山路  有君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 改正法の施行期日の関係なんですけれども、こちらにつきまし

ては公布日から 6ヵ月以内ということで明記してありまして、予定としましては 9月下旬を予定

されておるということですので、それに則しましてこちらの方の条例の方も施行されるというふ

うに考えております。 

○議長（山路  有君） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山路  有君） ほかにないようですので質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 2 議案第 52号  

○議長（山路  有君） 日程第 2、議案第 52 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正

予算（第 2回）についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑については歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

はい、三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） 3 点ほどお伺いします。はじめに収入の方から、歳入の方からい

かしていただきます。今回、財政調整基金が多く減額をされています。それを調整して臨時財政

対策債へもってきて、臨時財政対策債を可能額いっぱい借りるということを出されました。その

場合ですけれども、この臨時財政対策債というもの今回は 1億 3,278万 4,000円、まあ一応そう

いうふうになっています。そんだけが最後に、実際に借入れになっているかどうかとかはちょっ

とわかりませんけれども、これはいつ返ってくるものかということと、その利息はいくら見てお

られるかということ、1 億 3,000 万を減額した財政調整基金への積立をして、そこでいくら利子

が付いていくかということをお伺いしたいです。その返ってくるまでの間のこと。 

それとですね、今回大きな事業が見直しをされました。それは事業を再検討して、よりよいも

のにしていくっていくということはいいことだとは思いますけれども、それの事業の財源を見ま



8 

 

した時に 2,916万、これが事業費でして、これの財源が全部減額になると思いますけれども、916

万は社会福祉協議会の負担金でこれは減額になっています。それと国からいただく、国でしたっ

けね、LPガスの石油製品のもので消防費の国庫補助金というのが、1,000万減額になっています。 

 ですが後もう１件、1000万が福祉基金の取り崩しがされて、これの財源に充てられておったと

思います。これの起債がない財源が、減額されていないというふうにわたしは見ましたが、これ

はどこに今後充てられていく財源になっていますでしょうか。その点をお願いいたします。 

それとですね、9 ページに児童福祉総務費の中で、賃金が 102 万 2,000 円ということで計上さ

れております。退職者があったので、それの対応のためにという説明でしたけれども、正職員さ

んが退職をされたかどうかということをお伺いします。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員のご質問にお答えします。最初の臨時財政対策債について

は、29年度の土地開発公社の土地取得の状況によりまして、財政調整基金から億の資金を繰り入

れる可能性があるということで、まあ発行可能額を満額まで一応補正をしてということで、今回

臨時財政対策債の方に 5,000万ほどさせていただいて、繰入金の方が減額ということになってお

ります。ちょっと利子についてはわかりませんので、まだ借入れ起こしておりませんのでわかり

ませんけれども、そういうことで今回満額を開発公社の関係でということでご理解いただきたい

と思います。 

それから 2,900万の今回減額した分については、議員ご指摘のとおり地域福祉基金が 1,000万

あったということで、ちょっと今回減額しておりませんので、実際には財源を落す予定でしたけ

れども、今回落しておりませんので、12月補正なりで減額させていただきたいというぐあいに思

っております。以上です。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 三島議員のご質問にお答えいたします。児童福祉総務費の関係

ですけれども、8 月いっぱいで、利用者支援の業務をしていただいておりました非常勤職員さん

が退職をされましたので、その後にということで臨時職員さんの賃金を計上させていただいてお

ります。以上です。 

○議長（山路  有君） 三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） ただいまの説明は臨時財政対策債というのは土地開発公社分とし

て借入をして行くという説明でしたけれども、まああの 3 月 31 日に専決をされて、財政対策債
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の方へ返還をして行くという説明もありましたけれども、実際にそれがなされているかどうかと

いうことのあれはあの、見てみましたけれども、わたしはちょっと不明だなというふうに感じて

おります。この臨時対策債というのは、交付税で返してくるということにはなっていますけれど

も、返ってくるまでの間利息を払っていかないけませんね。それの利息分も加えて、今後交付税

の中に含めて交付はしてもらえるものでしょうか。その点でまだ利率は分かりませんということ

でしたけれども、借入の利率と積立をしておく利率とどっちがどうなのかなということを考えま

した。その点ではいかがなものでしょうか。それは財政課でこうやられるということもあると思

いますが、管理会計管理者とも相談の上でやられておると思いますけれども、そこの点を教えて

いただきたいと思います。 

それと臨時さんの費用につきましては、いそがしくなるので臨時を雇うということはわからな

いでもないですけれども、非常勤職員でおった場合はその人の費用が組んであるということです

よね。それが減額してその賃金の方に移っておりましたかね。項目がなかったなあと思って、そ

れから正規の職員さんが退職されたのかなっていうことを思ったんですが、そこら辺はどうなっ

ていますでしょうか。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 臨時財政対策債はいままで専決でおとしていたのは、できるだけ借

入れを少なくするということで財政調整基金の繰出し、繰入れのところと調整しながらしてきた

ということで、今回はですね、土地開発公社の土地取得がどういう状況になるかはわかりません

けれども、財政調整基金から多く資金を出す可能性もあるということで、それなら借入れを起こ

して、100 パーセント算入といいますか、交付税算入されるものに切り替えた方がいいなという

ことで、こちらの方で今回しております。 

ただ、これが全額借入を起こすかどうかというのはまだわかりませんので、そういう状況で行

う予定にしております。利子のことを言われますと、たしかに借入れ利子と貯金の利子では、借

入れ利子の方が高いというぐあいに思いますけれども、臨時財政対策債は先ほども申しましたよ

うに、交付税算入ということで考えておりますので、そういう形で今回取り入れさせていただい

たということで、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（山路  有君） 非常勤については。高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 児童福祉総務の臨時ということで、今回あの本来ですと非常勤職員 

 の代わりは非常勤職員ということなんですけれども、今回急遽退職されるということで臨時職員
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の賃金を上げたんですけれども、非常勤についてはほかの非常勤のこともありますので、今回は

補正をせずにですね、ちょっと 12月等のほかの非常勤等の様子も見ながらということで、今回は

ちょっと見送ったということでご理解いただきたいと、本来ですと非常勤から削って臨時賃金の

方に組み替えということに普段はしているんですけれども、今回いろいろな退職なり、異動なり

があって、その辺の関係もありまして、ちょっと今回は非常勤の方はかまわずに、12月か 3月に

ということでさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（山路  有君） 三島議員。 

○議員（5 番 三島 尋子君） はじめの福祉基金の繰入れのことについて、再度お伺いをします

けれども、これが入ってないというのはいつ気づかれたんでしょうか。それで修正をしてここの

補正予算に出すということは考えられなかったのかどうか。今現在、この財源はどこに回ってい

るのかということはわかりませんよね。財政調整基金でもこう一般財源の方にぽーんと入ってし

まって、どこに行っているのかっていうことがわからないという、そういう予算の組み方でいい

のかなっていうことを思います。12月でするからそういうふうに理解して下さいというふうに言

われても、ちょっとこれは難しいなっていうふうにわたしは考えておりますが、その点もう一度

お願いしたいと思います。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 1,000 万については、今回この議案質疑をするうえでチェックして

いる時にですね、なにかたりないなということで、今回地域福祉基金の繰入れが落してなかった

ということを気付いた時期であります。基本的には本来ですと、今回しないといけないものなの

で、必要があれば追加補正ということになりますけれども、できれば 12 月補正でさせていただ

ければなということでお願いしたいというぐあいに思います。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

井藤議員。 

○議員（8番 井藤  稔君） 8番、井藤です。2、3点ちょっとお聞きしたいと思います。まず、

いろんなところにあるんですけれども、いわゆる電算処理の関係ですよね。あの、4 カ所くらい

に電算処理の経費の補正が入ってきておりますけれども、マイナンバーであったりあるいはその

他のシステム改正ということなんだろうとは思いますけれども、実は先般も質問させていただい

たんですけれども、いろいろ便利なようにということで今多分国の方では試行いろいろしたりと

思うんですけれども、このあたりの試行の部分については対応可能なシステム改修という具合に
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理解したらいいんでしょうか。 

また、もし試行した後は多分実行に移されると思いますけれども、それについては新たな対応

が、改修が必要なんでしょうか。という点について 1点お聞きしたいと思いますし、それから 11

ページの歳出の方なんですけれども、工事請負費、消防費の災害対策費ということで、減額補正

なんですけれども、2,900 万円ほどのあれになっております。これについてはいわゆる非常用発

電設置工事の予算、これ再検討せないけんようになったんだということをお聞きしておるわけで

すけれども、これについては今後の予定ですね、単件でもやられるんかどうかというようなこと

も含めてお聞かせ願えたらと思います。 

それから 3点目が教育費の関係ですが、図書館費の関係です。14万 5,000円ほどのマイナス補

正上がってきておりますけれども、図書システム機器の購入ということなんですけれども、これ

あるいは聞いとったかも知れませんけれども、もう一度お聞かせ願えたらと思いますがよろしく

お願いします。以上 3点です。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 井藤議員のご質問にお答えします。先ほどありましたあの、社会保

障、税番号システムのシステム改修については、それぞれ住基とか国保とかいろいろありまして、

今回マイナンバーの関係で施行ではないですけれども、そのマイナンバーを進める上で、修正が

必要な部分のシステムについて今回改修するということで、5 つのシステムを改修するというこ

とですので、また今後そういう改修が出てくる可能性はありますけれども、現在はこのたびの改

修で一応終了ということで予定はしております。 

ただ、国の関係がありますので、今後その辺を見守りながらして行きたいと思っております。

それから非常用発電の今回の工事ですけれども、説明しましたように、非常用発電を設置する上

で水害対策ということで、高い位置に設置するということを予定しておりました。 

ただ、いろいろと調整しながら今回予算を執行しようとして進めた中で、社会福祉協議会自体

の改修も必要な部分が出てきたということで、その辺も含めると今回 3,000万ぐらいなんですけ

れども、金額が倍近く、多くなってくるということで今回補正対応ではなくて、新たな方針決定

するということで、今回減額をさせてもらって 30年度に向けてもう一回検討していくということ

で、一応中身としては同じような形ではいくんですけれども、水害対策ということで福祉協議会

のキュービクルであったり、コンセントであったりいろいろなものを改修しながらということで、

今後して行きたいと思います。財源につきましては、今回 1,000万の補助金ということで国の補
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助金を予定しておりましたけれども、これが 1,500万になっております。これを使うのか、緊急

防災ということで、小学校の方をしましたけれども、同じく緊急防災、減災事業債ということで

こちらの方で行うのか、そういう部分も含めて検討していきたいというぐあいに思っております。

以上です。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） 井藤議員のご質問にお答えいたします。図書システムの備品購入費

の減額という部分ですが、これは年度当初に予算をさせていただいておりました図書館のシステ

ム改修、この図書館のシステムは、小学校の図書館とあの木造の図書館棟ができる時にあわせて、

小学校のシステムとそれから中央公民館にあった図書室の図書システムを同時に一括して導入

をさせていただきました。それから 6年経過をして、サーバーといっていろんなデーターをため

ておく部分の機械、これが部品等の交換ができなくなるので、29年の今年度の当初にこれの改修

工事ということで予算をさせていただきました。入札をへて施行が終わりまして改修が済みまし

たのでこの備品部分の額が、減額が出たということで減額をしていますし、この度の改修では特

にヴィレステの方の自動貸し出しこういった機能が、貸し出した本の文字数が少なくて途中で切

れてしまうということがあったので、図書の名前が全文出るとか、そこで自分の貸し出し状況が

確認できるとか、返却状況が確認できるかというような利用者の機能アップもさせていただいた

システム改修で、既に終わっておりますので減額をさせていただくということです。以上です。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8 番 井藤  稔君） 8 番、井藤です。だいたい理解できました。ありがとうございま

した。それで、ついでで申し訳ないんですけれども、図書のいわゆる備品購入費の関係でちょっ

とお聞きしたいと思いますけれども、わたしも時折ですけれども図書館、ヴィレステを利用させ

ていただいております。そういう中でたとえばこういう本読みたいという時にですね、無いこと

があります。大半はそこにある本を借りて帰りまして、読ませていただくというケースが大半な

んですけれども、仕事上、こういうのを見たいなあというような時がありまして、あっ無いなあ

ということを、希望までは書いておりませんけれども、無くて、たとえば県の図書館から取り寄

せてもらって見さしていただいたというのもあるんですけれども、そういう場合、たとえば希望

をこういうのを入れてほしいなという希望が、ある程度入れれるような状態になっとるんだろう

か。あるいはここの図書館には無かったような、よそから取り寄せてもらったようなのについて

は、なんかそれがデーター蓄積されておって、あるいはデーターとして処理されとって、早急に
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備品として購入されるというようなシステムにでもなっているんでしょうか。その点ちょっとお

聞きしたいと思います。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） ヴィレステの図書館の図書につきましては、開架図書が 3万冊程度

は入れたいなということで、いわゆる本棚のスペースを確保しています。閉架図書の方が 2万と

いうことで、これは貸し出し可能なんだけれども、表に出さずに奥の方にまたしまわせていただ

くという格好で 5万冊の予定をしていますが、今開架図書の 3万冊がだいたい 10月か 11月ぐら

いには揃ってくるのかなあと、皆さんの方に貸し出し可能な冊数になるのかなあということで、

ちょっと直近の蔵書冊数を確認してきていませんので申し訳ありません。たしかそういった格好

での予算取りをしたということの記憶があります。 

ヴィレステを建てた時に、いろんな図書の要望があるけれども、そういった利用者の声という

のはどういうふうに処理をされるのかということがありました。基本的に図書館には、公立図書

館にはこの程度のこういった種類の本は基本的に揃えておった方がいいでしょうというものを、

近隣の図書館の司書にも相談しながら、いろんな、県立図書館とも相談をしながら考えさせてい

ただいて、今それを揃えようとしているところです。なので基本的にはこういった図書を揃えた

方がいいよというベースにまだ達していないというとこです。 

ただ、皆さんのご希望というのもありますから、そういったご希望は聞かせていただきながら、

ちょうどそれが揃えるべき図書だというところとマッチングすれば入ってきます。もう一つあり

ますのが、県立図書館とか近隣の図書館と連携をしています。うちの図書館に無かったら、他の

図書館にあったら借りれるよというシステムがあるんですが、特にちょっと井藤議員さんが借り

られた本がどういう本かわかりませんが、専門書になってきますと 1冊が 10万とかかなり高額の

本があったりするものもあります。こういったものは、県立図書館が揃えていますので、こうい

った県立から借りていただくというのがまあ一般的かなあ、なかなかうちの図書館でそれを揃え

ていくというのもむずかしいなあという部分もありますので、そういったご利用の仕方、県立図

書館の蔵書のデーターは残るのかという部分ですが、県立図書館からお借りした時には 1回日吉

津村の図書館の本として登録をしてまたお貸しますが、返す時またそれはだれそれが借りたとい

うようなデーターにもなってしまうので、消していくという部分もありますが、そういったとこ

ろでかなり頻繁にこの本は借りられるなあというようなことは司書の方が承知していると思いま

すので、ちょっとこれはシステムとしては構築はしておりませんが、どういったような処理をす
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るのかというのは確認さしていただきたいと思います。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

江田議員。 

○議員（6番 江田 加代君） 6番、江田です。2点質問させて下さい。1点目は先ほど同僚議員

から質問もありましたけれども、マイナンバーについてです。 

それと 2点目は、これも 7ページの関係なんですけれども、生活保護費のことで、生活保護費

と要保護児童の就学援助との関係で、この間同僚議員が一般質問されましたけれども、ちょっと

わかりにくいところがあって確認させていただきたいです。 

まず、マイナンバーについてですけれども、マイナンバーが施行されて 10月に 2年目になりま

すけれども、まず、マイナンバーカードの発行件数、現在のところの発行件数と、それとこれま

でこのマイナンバーの導入について、行政手続で利便性が高まっていくというふうにいろいろと

ご答弁いただいておりますけれども、現実的に本当にお仕事されとって、便利になったなあとい

うことを実感されているのかということを、マイナンバーの関係で質問さして下さい。 

それと生活保護についてですけれども、要保護児童の入学準備金は、生活保護費の中で負担さ

れるわけですね。そうするとそれは国庫負担金が 4 分の 3 ですか、それは国庫負担金が 4 分の 3

あてがわれるわけでしょうか。そうしますと、生活保護費の扶助費で負担してもらえない就学旅

行に参加した子供に対する費用を就学援助の方ですので、国庫負担金は 2分の 1でしますよとい

うふうに理解でいいでしょうか。 

それと医療費についてなんですけれども、医療費は学校保健法で定められた病気が、就学援助

の方でみてもらえるんですけれども、じゃあ、それ以外の、たとえば学校健診と違うところで、

学校病といいますか、その病気がみつかった場合はこれは就学援助の方でみてもらうんじゃなく

て、生活保護の扶助費でみてもらうのかなあとか、学校病以外の風ひいたり、おなかが痛くなっ

たのは扶助費の方でみていただけるのか、そのあたりをもう一回、ちょっと整理して教えていた

だけませんでしょうか。以上です。 

○議長（山路 有君） 清水住民課長。 

○住民課長（清水 香代子君） 江田議員の質問にお答えいたします。マイナンバーカードの発行

件数につきましては、8月の 14日時点の数字ですけれども、255件発行済みとなっています。以

上です。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 
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○教育課長（松尾 達志君） 江田議員の質問にお答えいたします。先ほど言われました就学援助

ということで、教育委員会の方がみる部分、生活保護者の関係で、修学旅行費と医療費、で、医

療費は学校保健安全法に定められたものについては、教育委員会が行います。予算化をします。

で、そういった該当があれば、国に事業申請をすれば 2分の 1の国費、まあ、以内ですけれども、

基本的に 2分の 1というところです。 

それ以外のものについてはどうなのかという部分ですが、もう一つ要保護児童の中にも、生活

保護と生活保護に同等と認めた場合というようなことがあって、そういった資料につきましては、

ちょうど明日、決算審査特別委員会が一番バッターで教育委員会がありますので、今委員会室に

資料を配布しております。それの資料の中に就学援助について生活保護、準要保護、それから特

別支援の教育の扶助というようなことで、ちょっと整理をさせてもらっておるものがありますの

で、詳細はまたそれでご説明しますが、生活保護費の方で国費がいくら充当してもらえるのか、

後の病院に通った時にどうなのかということは、福祉保健課の方じゃないとわかりませんので、

あちらから答えていただきます。以上です。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） マイナンバーの利便性ということで、利便性は上がっているように

思っております。特に今、情報連携ということで情報の照会、提供というのが、たとえば児童手

当の申請をするのに所得証明を添付してとかというところが、今所得証明を添付せずに情報連携

ということで、他市町村から情報を紹介して提供を受けるというような動きになってきています

ので、利便性は上がっているというぐあいに理解しております。以上です。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 江田議員のご質問にお答えいたします。まずこの 7ページの生

活保護費の負担金ですけれども、こちらは 28 年度の医療扶助の不足額の精算ということで、入

ってくるものでございます。本来ですと、当該年度に入ってくるんですが、国費が不足していた

ということで、この度は特例で実績報告後の精算払いという形になっております。 

それであとは関連のお答えなんですが、まあ生活保護の中には生活扶助、医療扶助、介護扶助

等がありますけれども、まあそちらの負担についてはご指摘のとおりの補助率ということでいい

と思います。以上でございます。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6番 江田 加代君） 決算審査の方でくわしく教えていただけると思うんですけれども、
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学校の健康診断の時にこの学校特有の病気がみつからずに、普通の医療機関でみつかった場合、

それは就学援助の方ではみて、どちらでみていただくことになるんですか。 

○議長（山路 有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） すみません。答弁ではなくて、確認なんですが。学校保健法に該当

する病気が、いわゆる学校の集団検診ではみつからなかったんだけれども、通院しとったらみつ

かったと、そういったときにはどちらでみるかということですね。 

学校保健法に該当をしておる病気を、治すためには学校保健法、こちらの教育委員会で医療券

を出すという理解でいいと思っていますが。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

河中議員。 

○議員（1番 河中 博子君） 1番、河中です。2点お尋ねします。まず、9ページです。第 3款

民生費の第 1 項社会福祉費の社会福祉総務費の中、19 節に負担金補助及び交付金とあって 9 万

4,000 円あります。この障がいのある方の地域生活体験事業というのはどういうものなのかを教

えていただきたいと思います。 

もう 1 点です。12 ページです。第 9 款教育費の第 4 項社会教育費 1 目の社会教育総務費の 13

節委託料 32万 6,000円を、ごめんなさい。失礼しました。ひえづのうた DVD作成委託料 33万 4,000

円の減額となっています。これは DVDを作らないことにしたのか、あるいは先に伸ばすという意

味なのかをお聞きします。以上です。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 河中議員のご質問にお答えいたします。障がい児者地域生活体

験事業でございますが、こちらは地域生活を体験できる住宅を提供する事業所への補助というこ

とで、そこの事業所への利用が 1名予定されましたので、それに対する予算を計上させていただ

いたものでございます。以上です。 

○議長（山路  有君） 松尾教育課長。 

○教育課長（松尾 達志君） 河中議員のご質問にお答えいたします。この DVD につきましては、

政策委員会の中で、1 年を通した風景四季をいろいろ取り混ぜたものを作りたいというご意見が

出ましたので、当該年度では完成までたどりつけませんから、今回はこれを当初予算で DVD制作

費に係る費用分を、今回減額をさせていただいて、30年度の当初予算の時に改めて予算を計上さ

せていただいたらということで、その内容とか配布先等につきましても、これからの制作委員会
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でいろいろと協議したもので、新な予算編成ということでお願いしたいという考えです。以上で

す。 

○議長（山路  有君） 河中議員。 

○議員（1番 河中 博子君） わかりました。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

井藤議員。 

○議員（8番 井藤  稔君） 最後の質問ですけれども、14ページをちょっと見ていただきたい

と思います。地方債の前々年度末における現在高というような、あの一覧表ですね。この関係ち

ょっとお聞きしたいと思いますが、年度当初のこの予算書の中で、農村基盤総合整備事業の第 4

次から第 9次までの、これがいわゆる債務負担行為等の表の中で記載してありますけれども、こ

れ見ますと 14 ページの見ますと、普通債とその他しかなくてその中に農業の関係がどこに出る

だろうかとちょっとわからんもんですから、その他の方にあるんかなというふうに該当するんか

なと思って見してもらっとるんですけれども、このあたりどの区分にこの基盤整備事業の債務負

担行為の関係は入ってきとるんでしょうか。 

○議長（山路  有君） 今答えられますか。はい、暫時休憩します。 

午前 9時56分 休憩 

─────────────────────────────── 

午前10時57分 再開 

─────────────・───・───────────── 

○議長（山路  有君） 再開します。高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） すみません。ちょっと勘違いをしておりまして、債務負担について

は、ここに上がってきませんので、はい、これ起債の分だけですので、農林のところには上がっ

てきません。すみません。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

橋井議員。 

○議員（7 番 橋井 満義君） 7 番、橋井です。ちょっと確認の意味も含めてお伺いしたいこと

がありますので、8 ページですけれども、何だったかなと思いまして、というのが歳入について

のこの 17 款の繰入金があるんですけれども、この繰入金の部分で、今回は目の部分では財調と

夢はぐくむ村づくり基金ということで入っておりますが、この今の現在の計で 8,686万 4,000円



18 

 

ということで、この差額までの 1,000万の部分はなんだったかなと思って、ちょっとわたしも今

までの予算書と照合することがちょっと、しておりませんでしたので、これは何かということを、

わかりますかいね。差額 1,000万ありますね、これ載っていないんですよ。ですから載ってない

のをわたしが本当は調べて来なくちゃいけないものをわたしがしてないのですから、再度確認の

意味も含めてこれは何だかなということを答弁いただきたい。 

それから次の雑入で、社協の負担金の部分が概ね半分に 2分の 1減額されておるんですが、こ

れの要因は概ねどういうことでなったのかなということを、聞き洩らしたかもわかりませんので

お願いをいたします。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） さきほども説明しましたけれども、実は繰入金の中にあの社会福祉

協議会の方の、この事業に 1,000万地域福祉基金の繰入金というのがありましたので、それが残

額として残っていると、本来ですとそれを減額しないといけませんでしたので、12月で補正をさ

せていただきたいということと、雑入のこの 916万については、先ほどの 2,900万の事業の社会

福祉協議会からの負担金を、すべて減額さしていただくということで 916万の減額ということに

させていただいております。以上です。 

○議長（山路  有君） 橋井議員。 

○議員（7 番 橋井 満義君） 7 番、橋井です。要するに今回の繰入金の部分はここに出て来て

いないのは、社会福祉協議会との、この減額分との相殺であるということはまあ理解できました。

わかりました。 

それで次、予算組の全体像の確認をしたいなと思っておりますが、2ページと 14ページの一番

最後の、日吉津村の会計上の金の取扱いの全体像についてなんですけれども、まず、2 ページで

いきますとこの歳入で村のお金の歳入部分がどういうことになのかということがわかるわけです

けれども、先ほど申しましたこの 17款のですね、基金の部分で補正の後でも前でもいいんですけ

れども、要するに 2億 1,800万それから 20款の村債の部分で 3億 7,200万ということで、補正前

の額、そして最後の計にしてもですね、概ねこれが 5億から 5億 9,000万、約 6億弱ということ

になるわけです。うちの歳入部分では基金繰入と村債、借金を合わせますと概ね 5億から 6億が

うちの通常対数にこれはあまり従来と変わっていない。 

それで全体としては歳入合計は 24 億から 25 億ですので、概ねうちは 18 億、19 億の部分に 5

億部分のたしまいをして歳入合計が成り立っておるということがみてとれるわけです。その辺に
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ついての体質的な、体質といいますかね、相関的な部分をどうみておられるのかなというのがま

ず 1点。 

それから 14ページでは、この債務、借金表がこれに載っておるんですが、この特にその他の臨

時財政対策債は約この前々年、前年そして今年度の見込みを含めてもこれが約 10億ですね。そう

いたしますと、これらが普通債とその他の合計の部分の臨時財政対策債の占める割合が、半分と

いうことです。ということは、普通債とその他の部分の臨時財政対策債が概ね同割合の半分半分

の折半で借金をしておるということがうちの体質になっております。それでまあ、これがずーと

普通債の部分はやはり年度ごとに結構変更がでてくるわけですけれども、うちの場合ずーとこの

臨時財政対策債 10億で推移してますね。そのあたりの見方について今後の、来年、再来年を見込

んだ方向性というのはいかにお考えなのかというのをお伺いしたい。以上 2点お願いします。 

○議長（山路  有君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 繰入金と村債でまあ、6 億ぐらいということですけれども、繰入金

についてはどうしても一番大きな村税というのがありまして、その減額等によってはこの繰入れ

というものをしないといけませんし、特にそれは財政地調整基金とそれと基金繰入の中には、夢

はぐくむ村づくり基金がありますので、ふるさと納税で入ってきたものを基金に積み立てるとい

うこともあります。それから村債については、その時その時で事業を行いますので多少変動があ

るという具合に思いますけれども、この中には今回臨時財政対策債が 1億 3,000万ほどというこ

とになりますので、臨時財政対策債については普通交付税の代わりになるような意味合いのもの

ですので、必ず起債として上げている状況であります。 

まあこの財源と基金がなければ財政運営がやっていけませんので、歳出の方をできるだけ抑制

しながらも、どうしてもこの基金繰入と村債が、最終的に調整ということになってくるように考

えております。以上です。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） 臨時財政対策債については、交付税の不足分を後年度で交付税算入をする

ので、臨時財政対策債を発行しておいてくださいという国のルールですので、これはやむを得ん

ところです。 

従来ですと、交付税という現ナマでもらうものを後年度に交付税算入をしてやるよということ

で戻していただく、満額が戻していただくのと、それから折半ルールというのがありまして、国

が半分、市町村が半分の臨時財政対策債があるということだと理解いうふうに理解をしておりま
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す。ですから交付税に算入される臨時財政対策債は、交付税が足らないのでとりあえず地方が借

りておけということが一つ、それからもう一つは折半ルールというのがございまして、国が半分

戻すので半分は市町村でもっておけというのが臨時財政対策債の基本的な考えですので、ご理解

をいただきたいと思います。 

ですので、交付税のみかわりだということで、臨時財政対策債は国が毎年枠を決めていますけ

れども、あんまり大きな枠は変動させないと、ただ縮小の方向ではあると、交付税全体を縮めて

いくという縮小の方向ですので、そんな動きが出てきていると思っております。以上です。 

○議長（山路  有君） 橋井議員。 

○議員（7 番 橋井 満義君） 理解を、まあします。それでまあ、今の臨時財政対策債について

は、先ほど村長から答弁があったとおりでありますので、これらについてはこの 10 億がどこま

で推移していくのかというのは、今まで借りたものの借金があるわけですから、それが推移して

いく間の部分については、交付税で算入できないというよりも、出すものは臨時財政対策債で借

入れを起こして、そこで充当してあげますよということがあるわけですから、それについてはう

ちが借金がずーと、借金というのが基本的なものをブツをたてていけばこれがずずっと増えて、

そこに充当していくことが出てきますから、要するに、箱ものが増えていけばいくほどこれが、

ずーと底を引きずっていく可能性はあるなというふうに見ておるわけで、そうしていきますと、

これまあ当分続いていく傾向にはあるのかなということで、それを理解しながら財政運営をして、

後は今の歳出部分を抑制されるということ、今高田課長の方からもありましたので、今後また決

算でも出てくるかと思いますけれども、借金といわれますとやはり村民の人って結構心臓に悪い

ものですから、その辺は心得ていながらわたしの方も、村民の皆さまにはその辺を含めた中で、

聞かれた場合はご答弁をしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（山路  有君） 答弁はよろしいですね。 

はい、ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山路  有君） ほかにないようですので質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 3 議案第 53号  

○議長（山路  有君） 日程第 3、議案第 53 号平成 29 年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算（第 2回）についてを議題といたします 
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これから質疑を行います。質疑については歳入歳出一括で行います。 

質疑はありませんか。 

江田議員。 

○議員（6 番 江田 加代君） 6 番、江田です。国民健康保険の税が本算定が確定したと思うん

ですけれども、これの補正なんかは、まあ毎年してあるわけじゃないですけれどもこの時期に、

この補正はいつされるんでしょうか。 

○議長（山路  有君） 清水住民課長。 

○住民課長（清水 香代子君） 江田議員の質問にお答えいたします。あの江田議員さんが言われ

ますように、国民健康保険税につきましては、7 月に本算定を実施いたしまして今年度の税額等

確定するわけですけれども、ご承知のように国民健康保険といいますのは毎月の異動がございま

す。社会保険加入される方ですとか、それから反対に退職されて国保へ加入される方とか、どう

しても毎月の異動がありますので、補正につきましては状況を見ながらということで、この度の

補正ではまだ上げておりません。以上です。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

［3番松本議員退席 午前 10時 07分から午前 10時 10分］ 

○議員（6 番 江田 加代君） 6 月議会でも本算定どうでしたかということ質問したやに記憶し

ていますけれども、たとえばこの度は、29年度については所得割も均等割も平同割も引き上げて

おります。その中で賦課限度額というのが据え置きになっていますので、このあたりで賦課限度

額は上げずに各その税率を上げたり、1 世帯当たり、1 人あたりのこれを上げますと、言ってみ

れば賦課限度額に近い方にとってはそんなに引き揚げにはならないと思うんですね。限度額がそ

のままですから、そういったあたりでどういうふうに推移したかなということが気になっており

まして、たとえば均等割の 1世帯あたりの 3,000円の引き上げっていうのは 1世帯ですけれども、

均等割りのひとりあたりということになりますと被保険者の人数の多いい家庭にとっては負担

増が厳しいなと思っておりました。そのあたりでの本算定での傾向っていうものはどういったも

のだったんでしょうか。今の段階で。 

○議長（山路  有君） 清水住民課長。 

○住民課長（清水 香代子君） 江田議員の質問にお答えいたします。本算定の傾向ということで

あの、今ここで具体的に何軒でいくらというようなことは持ってあがっておりませんし、たしか

におっしゃりますように、限度額を変えられる世帯というのは、だいたい例年 10 世帯程度考え
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ておりますし、限度額を超えられるということはやはり多くの場合が所得の金額がおありになっ

て、人数でとかっていうことではありませんし、国保の 1世帯当たりもまあ人数的にそれほどの

変動があるというという傾向になかったと思いますので、傾向としては特に今年際立ってという

ことは今のところは気がついておりません。以上です。 

○議長（山路  有君） はい、ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（山路  有君君） ほかにないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 4 議案第 54号 

○議長（橋井 満義君） 日程第 4、議案第 54 号平成 27 年度鳥取県西伯郡日吉津村公共下水

道事業特別会計補正予算（第 2回）についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑は歳入歳出一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですから質疑を終わります。 

  ここで暫時休憩を入れたいと思います。開会は 10時 25分から行います。 

午前 10時 12分 休憩 

                                                            

午前 10時 25分 再開 

─────────────・───・───────────── 

   日程第 5 議案第 55号 から 日程第 8 議案第 58号 

○議長（山路  有君） 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第 5、議案第 55 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第 6、議案第 56 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第 7、議案第 57 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第 8、議案第 58 号平成 28 年度鳥取県西伯郡

日吉津村公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、これより日程第 5、議案第 55号

から日程第 8、議案第 58号までの 4議案については、決算の認定についての議題であります。 

各議案については、質疑終了後議員全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、審査を付託
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したいと思いますので、総括的、基本的な質疑までに止めていただきたいと思います。 

それでは日程第 5、議案第 55 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 

井藤議員 

○議員（8番  井藤  稔君） 8番、井藤です。2点ほどお聞きしたいと思います。まあ、総括

的なということですので、先日報告事項の中でもお聞きした件が 1点なんですけれども、いわゆ

る自主財源ですね。先般答弁いただきまして 54.7 パーセントだったでしょうか。ということで

お聞きしとるわけですけれども、日吉津村がいわゆる不交付団体ですね。不交付団体となった以

降のこのいわゆる自主財源の税率、これはある程度把握しとられると思いますけれども、もし、

手持ちのデーターでわかればお願いしたいと思います。 

自主財源の割合と、自主財源の金額これをちょっとお聞きしたいと思います。あの、行財政改

革等もずいぶん進められとるところですので、このあたりをしっかり把握して掛かりたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それから 2点目がですね、固定資産税税率の関係です。たしか日吉津村と江府町ですかね、よ

く御存じのとおりで 1.6パーセントというのがこの自治体だけに、西の方ではね、なっとったと

思います。今後いろいろ企業誘致するにしても、あるいは人口増対策をいろいろ取っていく上で

もですね、このあたりが今後、多少に微妙な影響が出てくるんじゃないという考え方を持ってお

りますけれども、このあたりについて検討されているんでしょうか。検討されとったら、ある程

度方向付けしとられるんでしょうか。これをちょっと、お聞きしたいと思います。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） えっと、自主財源比率については、これ調べさしていただかんとこれちょ

っと時間がかかると思います。昭和の不交付団体から交付税団体になりましたのが、昭和の 40

年代の後半だと思っていますので、それから多少なったり、ならだったりしていますけれども、

もうずっと、それこそ平成の 29 年ですから、平成に入ってからは不交付になったことは無いと

僕は理解していますので、自主財源比率がどんどんどんどん下がってきておるということだと思

ってますので、これは決算審査の中でデーターとしてはお示しをしたいというふうに、この場で

できませんのでご容赦いただきたいと思います。 

それから固定資産税の税率については、王子製紙が昭和 27年に創業を開始していらっしゃいま

すけれども、その後しばらく 1.6という、標準税率が 100分の 1.4ですので 100分の 1.6に引き



24 

 

上げてずっと財政運営をして来られたということであります。がそれは、当時の村長さんの言い

方は企業からたくさんもらうけれども、その分は地元に還元をしてやっていくんだということで、

土地改良事業の負担などはゼロでこられた。無しでこられたと思っております。現実にそうでし

た。でも、そういうことばっかりもいけませんので、土地改良事業も昭和の、平成に入ったあた

りでしょうか。その負担金をもらうようになりました。それこそ交付税が不交付団体から交付団

体になりましたので、そういうことだったと思います。 

それから税率を 1.6から 1.4に下げております。下げたのが王子の工場の大きな増設があった

時だなかったかとちょっとこれ記憶がはっきりしませんが、その時でなかったかと思います。あ

の、470 億のできあがりだったと思いますけれども、王子が大きな設備投資をされましたので、

その時に税率を下げたのではないかという、記憶がはっきりしませんがその時ではなかったかと

思います。470 億の出来上がりだったと思いますけれども、王子が大きな設備投資をされました

ので、その時に税率を下げたのではないかという記憶ははっきりしませんが、市町村合併のどう

するのかということでは、税率を 1.6に引き上げさせてもらうという議論をしたと思っています。 

16年に単独の選択をして、固定資産税を 1.4から 1.5に引き上げ、18年だったと思いますけれ

ども 1.5 に引き上げ、そしてその後 1.6 に引き上げたという、年数は多少違いますけれども、2

度にわたって引き上げさせていただいて今 1.6だということであります。 

ご意見のように制限税率は 1.7だった、［「2.1です。」と呼ぶものあり］制限率は 2.1に今引き

あがっておるそうですけれども、かつては 1.7 だったような気がしておりますけれども、今 1.6

まで江府町と引き上げておると、それから米子が 1.5だと思っておりますので、そういうことで

自主財源の確保ということではそういうことで理解をいただいて、企業だけをその固定資産税を

引き上げておるわけではありませんので、固定資産税については住民の皆さんの一般住宅等もそ

ういうことでやらせていただいておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 そんなところです。 

○議長（山路  有君） 井藤議員。 

○議員（8番 井藤  稔君） 8番、井藤です。最初のいわゆる自主財源の関係につきましては、

後ほど細かい検討の中で、個別検討の中でまた出すということを言っていただいておりますので、

これはこれまでにしようと思います。 

二つ目の固定資産税の関係です。今まで何回か聞かせていただいてこれは村長の方からも答弁

いただいております。まあ、そういうことで単村で行くについてですね、みんなも協力してくれ
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ということで村民に話されて 1.6まで上げられたという経緯、わたしも重々承知しておりますけ

れども、いわゆる地方創生の流れがあったりいろいろな面があります。それからいわゆる固定資

産税、土地などをしっかり自分でもって営業している法人があれば、村の中の個人のいわゆる税

の部分については負担となっている部分と、いろいろ状況が変わってきておりますので、このま

までいいか悪いか、わたしも実は判断つきませんけれども、ひとつ財政の方とも相談しながらこ

のあたりで 1回、検討していただいた方がいいじゃないかと思いますけれども、その点について

どうでしょうか。 

○議長（山路  有君） 石村長。 

○村長（石  操君） おっしゃるとおり、企業側や住民の皆さんは負担は低い方がいいというこ

とだと思っておりますけれども、そういう意味では 15 年の合併のさまざまな、合併の判断をす

る際にさまざまな税や、行政サービスやそれから育行政サービスはカットさせていただいたり、

負担を見直しをして引き揚げさせていただいたというような経過がありますので、ご指摘のよう

にこれはこれまで行財政検討委員会の中で、村民の皆さんがお仲間になってやっていただくもの

でありますけれども、その中で一度そういう見直しをしておくことも必要だというふうに考えて

おりますけれども、でも、固定資産税だけに限って申し上げますと、あのいわゆる王子製紙さん

の償却資産が年間 4,000万から 5,000万、税額にしてそれだけ 4,000万とか 5,000万を減価をし

ていきますので、それが交付税に算入されるということですけれども、減価分の交付税算入は 75

パーセントしかありませんので、それは交付税においては 25 パーセントは地元が見いよという

考え方ですので、税が減った分の 75パーセントしか税収入は交付税で診ていただけませんので、

なかなかじゃあ、固定資産税なら他のものを見直すのかということで考えた時には、非常に厳し

さもあるなということですけれども、でもそれはご意見がありますようにやっぱり行財政検討委

員会の中では、それを一つ議論してもらう時期にきておるなあというふうに感んじておりますの

で、ご答弁についてはそこまででひかえさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） ないようですので、質疑を終わります。 

  日程第 6、議案第 56 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計歳入

歳出決算の認定につついてを議題といたします。 

質疑は歳入歳出一括で行います。質疑はありませんか。 
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○議員（6 番 江田 加代君） ６版、江田です。あの総括的なものにはならないかもしれません

けれども、28 年度の決算を見まして一番気になったのが不納欠損の 15 件分の不納欠損です。こ

の背景を説明願いたいと思いますし、収入未済額につきましても現年度分と滞納繰越し分をあわ

せますと約 1,400万に近いものです。そうしたところで一般会計の繰入金をルール外でみますと

約 1,600万ですので、この収入未済額を一般会計で補っているなあというような結果的にはなっ

てるなというふうに思いました。 

そこでその不納欠損の背景、この度の滞納繰越分も約 1,000万近くありますので、これが来年

度の不納欠損につながってくるのかなということを少し心配に思うわけですけれども、短期保険

証の発行件数とそれとその不納欠損の背景を説明願いたいと思います。 

○議長（山路  有君） 清水住民課長。 

○住民課長（清水 香代子君） 江田議員の質問にお答えいたします。 

平成 28年度の国民健康保険税の中の不納欠損ということですけれども、主な理由といたしまし

てちょっとこの年は特別な理由といいますか、平成 22 年、3 年に亡くなられた方がありました。

お二人おられまして、この方について調査をしたりとか、そういったどなたか納付というような

こともずっと、調査はしてきたんですけれども、やっぱり経済的なこととかそういうことでどう

しても納付に至らずに 5年の時効を迎えてしまったということがありまして、特に今年度ではそ

ういう方が多くございました。 

後はちょっと年度が5年以上の時効よりももっと以前の年度の方が平成13年だったかちょっと

年ははっきり年を今控えてなかったんですけれども、そういう方があって、その方についてはも

うすでに中止ができないということでこの度でおとしておるということ、少し今年度については

特別な事情の方も 2件ほどあったということと、今後は実際に現年度分が、現年度分を含めてで

すけれども、徴収については引き続き関係の徴収ネットとかそういった機関もありますので、そ

ういうところで徴収には努めてまいりたいと思いますし、現年度分を含めて分納等の相談にも応

じて少しでも徴収につなげたいと考えております。以上です。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 江田議員のご質問にお答えいたします。短期証ということです

が、本村は江田議員ご承知のように資格証というのは発行しておりませんで、すべて短期証まで

と いうことにしております。数的には今正確な数字はないんですけれども、20件前後ぐらいか

なというふうに思っております。 
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それと補足になりますが、先ほど一般会計からのルール外ということで、決算で 1,600万ぐら

いということをおっしゃいましたけれども、ここの中のその他一般会計繰入金という中に、事務

費繰入金というのがございまして、これはルールでも入れていいというふうになっております。

これが 300万程度ありますので、実質ルール外というのは 1,300万弱ということになっておりま

す。 

 補足でした以上です。 

○議長（山路  有君） 江田議員。 

○議員（6番 江田 加代君） それともう一つ気になったのは、平成 20年から後期高齢者の医療

保険制度がスタートしてるんですけれども、今だ老人保健の拠出金というのがもちろん 1,000な

んぼかという金額なんですけれども、延々とこの項目が載っていますけれども、これはどういっ

たわけでしょうか。まだ、清算のつかない部分があるということでしょうか。 

○議長（山路  有君） 小原福祉保健課長。 

○福祉保健課長（小原 義人君） 江田議員のご質問にお答えいたします。老人保健の拠出金です

ね。これはあの制度としてはずっと前にご指摘のとおり、終わっとりますけれども、若干その辺

の清算的なものが、あるのかなというふうには思っておりますが、いつまでもあるものではない

と感じております。以上です。 

○議長（山路  有君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

  日程第 7、議案第 57 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題といたします。質疑は歳入歳出一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

  日程第 8、議案第 58 号平成 28 年度鳥取県西伯郡日吉津村公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題といたします。質疑は歳入歳出一括で行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 
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お諮りいたします。この際議案第 55号から議案第 58号までの議案 4件につきましては、議員

全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中の審査に付することにした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 異議なしと認めます。したがって議案第 55号から議案第 58号まで決算

審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中の審査とすることに決定しました。 

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長に松田悦郎議員、副委員長に橋井満義議

員を指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

○議長（山路  有君） 異議なしと認めます。したがって決算審査特別委員長に松田悦郎議員、

副委員長に橋井満義議員に決定しました。 

松田決算審査特別委員長には、4 会計の決算認定について会期中に審査をしていただくようお

願いします。審査結果を来年度の予算編成に反映させるために大切と考えますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（山路  有君） 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれをもって散会をいたします。ご苦労様でした。 

 

午前 10時 48分 散会 


